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以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

く ら し の 情 報

お 

知 

ら 

せ

　
令
和
3
年
1
月
～
12
月
の
間
に
納

付
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護

保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
付
証
明
書
を
令
和
４
年
１
月
中

旬
ご
ろ
に
郵
送
し
ま
す
。

　
こ
の
納
付
証
明
書
は
、
確
定
申
告

な
ど
で
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
の
証
明
と
し
て
添
付
す
る
も
の

で
す
。大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
末
調
整
な
ど
で
早
め
に

必
要
と
な
る
人
は
、
健
康
保
険
課
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
顔
写
真
の
あ
る
身
分
証
明
書
が
必

要
で
す
。

◇
問
合
せ
先

　
健
康
保
険
課
賦
課
徴
収
係

　
☎
52
‐
５
８
０
９

【 

保
険
税
・
保
険
料
の
納
付
証
明
書 

】
　
県
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま

た
は
父
が
、
経
済
的
自
立
に
効
果
的

な
資
格
取
得
の
た
め
養
成
機
関
で
修

業
す
る
場
合
、
生
活
の
負
担
軽
減
を

図
り
、
資
格
取
得
を
支
援
し
ま
す
。

■
対
象
者

【 

ひ
と
り
親
家
庭

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業 

】

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
で

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
か
、
ま
た
は
同
等
の
所
得
水

準
の
人

・
養
成
機
関
で
１
年
以
上
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
し
、
対
象
資
格

の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
人

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
人
な
ど

■
対
象
資
格

　

看
護
師
、
准
看
護
師
、
保
健
師
、

助
産
師
、
介
護
福
祉
士
、
理
学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
、
保
育
士
、

理
容
師
、
美
容
師
な
ど

■
支
給
内
容

◇
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
（
対
象
資
格
お
よ
び
修
業
期
間
に

よ
る
）

・
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

　
月
額
10
万
円

　
（
最
終
12
か
月
は
月
額
14
万
円
）

・
町
民
税
課
税
世
帯
の
人

　
月
額
７
万
５
０
０
円
（
最
終
12
か

月
は
月
額
11
万
５
０
０
円
）

◇
訓
練
修
了
支
援
給
付
金

・
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

　
５
万
円

・
町
民
税
課
税
世
帯
の
人

　
２
万
５
０
０
０
円

■
申
請
方
法

　
県
で
は
、
就
業
に
結
び
つ
く
可
能

性
の
高
い
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
す

る
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
に

対
し
、
受
講
料
の
一
部
を
交
付
す
る

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◇
対
象
者

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父

で
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た

す
人

・
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
ま
た
は

同
様
の
所
得
水
準
の
人

・
就
職
す
る
た
め
に
雇
用
保
険
制
度

の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
な
ど
の

指
定
教
育
訓
練
講
座
を
受
け
る
こ

と
が
必
要
な
人

◇
支
給
額

・
受
講
経
費
の
60
％

　
（
修
学
年
数
に
20
万
円
を
乗
じ
た

額
を
超
え
る
と
き
は
修
学
年
数
に

【 

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練

促
進
給
付
金
等
事
業 

】

　
令
和
３
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日

に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、

所
得
税
・
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
証
明
す

【 

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
の
発
行 

】
る
書
類
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
１
月
１
日
～
９
月
30

日
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
人
は
、
10
月
下
旬
～
11
月
上
旬
に

日
本
年
金
機
構
か
ら
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書

が
送
付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
10
月
１

日
～
12
月
31
日
に
納
付
さ
れ
た
人
に

は
、
令
和
４
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

証
明
書
（
ま
た
は
領
収
証
書
）
を
年

末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
際
に
必

ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、
納
付
さ

れ
た
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
控
除

証
明
書
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
再
発

行
で
き
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　
徳
山
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

　
修
業
を
始
め
る
前
に
事
前
相
談
お

よ
び
申
請
が
必
要

■
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課
児
童
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

・
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
保
健
福

祉
・
総
務
室

　
☎
22
‐
３
７
７
７
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以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

＊「
広
報
た
ぶ
せ
」の
点
字
版
ま
た
は
音
訳
テ
ー
プ
を
お
届
け
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会（
☎
53
‐
１
１
０
３
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

20
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
（
上
限

80
万
円
））

・
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練

給
付
金
な
ど
の
支
給
を
受
け
た
人

は
、
そ
の
差
額

◇
申
請
方
法

　
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
前
に
、
講

座
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

◇
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課
児
童
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

・
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
保
健
福

祉
・
総
務
室

　
☎
22
‐
３
７
７
７

　
県
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま

た
は
父
に
、
お
子
さ
ん
の
高
等
学
校

や
大
学
、
修
学
や
就
職
に
必
要
な
経

費
に
対
し
て
、
無
利
子
で
貸
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◇
主
な
貸
付
資
金

・
就
学
支
度
資
金

　
（
高
等
学
校
、
大
学
、
専
門
学
校

な
ど
の
入
学
金
、
制
服
代
な
ど
）

・
修
学
資
金

　
（
高
等
学
校
、
大
学
、
専
門
学
校

な
ど
で
修
学
す
る
た
め
の
授
業

料
、
交
通
費
な
ど
）

【 

母
子
・
父
子
・
寡
婦
福
祉
資
金

貸
付
制
度 

】
・
修
業
資
金
特
別

　
（
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
用
）

・
就
職
支
度
資
金

　
（
就
職
に
必
要
な
被
服
費
な
ど
）

◇
申
請
方
法
お
よ
び
期
限

	

資
金
を
必
要
と
す
る
日
か
ら
、
概

ね
１
か
月
半
前
ま
で
に
申
請
す
る

◇
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課
児
童
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

・
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
保
健
福

祉
・
総
務
室

　
☎
22
‐
３
７
７
７

【 

県
・
市
町
離
職
者
緊
急
対
策
資
金 

】

　
会
社
の
倒
産
や
事
業
の
不
振
な
ど

に
よ
り
、
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

人
の
生
活
資
金
な
ど
を
貸
し
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
貸
付
対
象
者

　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
県
内
に
居
住
し
て
い
る
人

②
離
職
時
の
事
業
所
に
１
年
以
上
勤

続
し
て
い
た
人

③
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
勤
労
者

　
（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
ま
た
は

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
で
あ
っ

た
人
で
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、

12
、
21
、
22
、
23
、
31
、
32
お
よ

び
34
で
あ
る
人
に
限
る
）
で
、
離

職
後
１
年
以
内
の
人

④
借
入
申
込
時
、
現
に
離
職
し
て
お

り
、
か
つ
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求

職
活
動
を
行
っ
て
い
る
人

⑤
市
町
税
を
完
納
し
て
い
る
人

⑥
返
済
能
力
の
あ
る
人

※
確
認
書
類
と
し
て
、
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
な
ど
の
証
明
書
が
必

要
で
す
。

◇
資
金
使
途

　
大
学
教
育
資
金
、
住
宅
資
金
償
還

金
、
冠
婚
葬
祭
・
療
養
資
金
、
災

害
資
金
、
一
般
生
活
資
金

◇
貸
付
限
度
額　
70
～
１
５
０
万
円

◇
償
還
期
間　
６
～
10
年
以
内

◇
貸
付
利
率　

	

年
１
．
０
％

　
（
別
に
保
証
料
が
必
要
）

◇
保
証
人
な
ど

　
連
帯
保
証
人
１
人
（
申
込
人
と
別

生
計
の
人
）と（
一
社
）日
本
労
働

者
信
用
基
金
協
会
の
債
務
保
証
を

受
け
る
こ
と
が
必
要	

◇
申
込
み
先　
中
国
労
働
金
庫

※
貸
付
に
あ
た
っ
て
は
、
中
国
労
働

金
庫
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
経
済
課
地
域
振
興
係

　
52
‐
５
８
０
５

・
県
労
働
政
策
課

　
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
２
１
０

・
県
内
の
中
国
労
働
金
庫
各
店
舗

【 

山
口
県
最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た 

】

　
令
和
３
年
10
月
１
日
発
効
の
１
時

間
８
５
７
円
が
適
用
と
な
り
ま
す
。

　
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含

め
す
べ
て
の
労
働
者
に
最
低
賃
金
以

上
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

◇
問
合
せ
先

　
山
口
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
☎
０
８
３
‐
９
９
５
‐
０
３
７
２

　
ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督

署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
本
人
通
知
は
、
登
録
者
の
住
民
票

の
写
し
な
ど
を
第
三
者
に
交
付
し
た

場
合
に
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
登
録

者
に
通
知
す
る
も
の
で
す
。

　

本
制
度
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ

り
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
不
正
請

求
や
不
正
取
得
を
い
ち
早
く
知
る
こ

と
が
で
き
、
個
人
の
権
利
の
侵
害
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

◇
申
請
・
問
合
せ
先

　
町
民
福
祉
課
住
民
係

　
☎
52
‐
５
８
１
１

【 

本
人
通
知
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い 

】
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◇
日
時　
12
月
１
日（
水
）

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
45
分

◇
場
所　

柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
４
階
大
ホ
ー
ル

◇
内
容

①
子
ど
も
の
事
故
予
防
に
つ
い
て
知

ろ
う（
30
分
）

・
講
師

　
柳
井
市
保
健
セ
ン
タ
ー　
保
健
師

②
リ
ン
パ
ケ
ア
を
し
な
が
ら
気
持
ち

と
体
を
ほ
ぐ
し
ま
し
ょ
う（
45
分
）

・
講
師

　
リ
ン
パ
セ
ラ
ピ
ス
ト　
浴
洋
子
氏

◇
定
員　
15
人

　
（
先
着
順
・
子
ど
も
同
伴
可
）

◇
参
加
費　
１
０
０
円（
お
茶
代
）

◇
持
参
物　
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
（
お
持
ち

の
人
）、
ま
た
は
バ
ス
タ
オ
ル
動

き
や
す
い
服
装

◇
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む

◇
申
込
期
限　
11
月
24
日（
水
）

【 

や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
交
流
会 

】
　
11
月
は
『
児
童
虐
待
防
止
推
進
月

間
』で
す
。

・
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど

も
が
い
た
ら

・
ご
自
身
が
出
産
や
子
育
て
に
悩
ん

だ
ら

・
子
育
て
に
悩
む
親
が
い
た
ら

　
あ
な
た
の
１
本
の
電
話
で
救
わ
れ

る
子
ど
も
が
い
ま
す
。
児
童
虐
待

か
も
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
連
絡
者
や

連
絡
内
容
に
関
す
る
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。

◇
相
談
先　
児
童
相
談
所
虐
待
対
応

ダ
イ
ヤ
ル
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

※
通
話
料
は
無
料
で
す
。

※
地
域
の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が
り

ま
す
。

【 

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間 

】

　
健
康
な
生
活
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
食
事
か
ら
。
料
理
の
基
礎
を
身
に

【 

男
性
料
理
教
室
の
ご
案
内 

】

　
大
学
教
育
資
金
な
ど
を
貸
し
付
け

て
い
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
貸
付
対
象
者
（
次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
人
）

①
県
内
に
居
住
し
て
い
る
人

②
中
小
企
業
勤
労
者
、
ま
た
は
共
済

会
加
入
勤
労
者

③
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
同
一
事
業
所
に
１
年
以
上
勤
続
し

て
い
る
。

・
離
職
時
の
事
業
所
に
１
年
以
上
勤

続
し
、
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

勤
労
者
（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

で
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、

21
、
22
、
23
、
31
、
32
お
よ
び
34

で
あ
っ
た
人
に
限
る
）
で
、
離
職

後
１
年
以
内
に
再
就
職
し
、
勤
続

１
年
未
満

④
市
町
税
を
完
納
し
て
い
る
人

⑤
返
済
能
力
の
あ
る
人

※
共
済
会
加
入
勤
労
者
と
は（
一
社
）

山
口
県
勤
労
福
祉
共
済
会
の
行
う

共
済
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
型
を
除

く
）
に
１
年
以
上
加
入
し
て
い
る

勤
労
者
を
さ
し
ま
す
。

※
事
業
主
な
ど
と
同
一
生
計
の
勤
労

者
で
、
当
該
事
業
主
の
経
営
す
る

企
業
に
勤
務
す
る
人
は
貸
付
対
象

【 
県
・
市
町
中
小
企
業
勤
労
者

小
口
資
金
貸
付
制
度 

】

と
な
り
ま
せ
ん
。

◇
資
金
使
途

　
大
学
教
育
資
金
、
育
児
・
介
護
休

業
資
金
、
冠
婚
葬
祭・療
養
資
金
、

災
害
資
金
、
生
活
向
上
資
金

◇
貸
付
限
度
額	

　
１
０
０
～
３
０
０
万
円

◇
償
還
期
間　
10
年
以
内

　
（
使
途
に
よ
り
据
置
あ
り
）

◇
貸
付
利
率　
年
１
．
61
％

　
（
別
に
保
証
料
が
必
要
）

◇
申
込
み
先　
中
国
労
働
金
庫

※
貸
付
に
あ
た
っ
て
は
、
中
国
労
働

金
庫
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
経
済
課
地
域
振
興
係

			

☎
52
‐
５
８
０
５

・
県
労
働
政
策
課

　
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
２
１
０			

・
県
内
の
中
国
労
働
金
庫
各
店
舗

　
（
取
扱
金
融
機
関
）

◇
日
時　
12
月
27
日（
月
）

　
午
前
９
時
～
正
午

◇
場
所　
大
島
商
船
高
等
専
門
学
校

◇
対
象
者　
小
学
５
年
生
・
６
年
生

【 

は
じ
め
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

ロ
ボ
ッ
ト
体
験
講
座 

】

講
習
・
講
座

【 

人
権
週
間 

】

　
12
月
４
日（
土
）～
10
日（
金
）は

『
第
73
回
人
権
週
間
』で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
『
特
設
人

権
相
談
所
』を
開
設
し
ま
す
。

◇
日
時　
12
月
20
日（
月
）

　
午
前
10
時
～
午
後
3
時

◇
場
所　
中
央
公
民
館　
和
室

◇
相
談
内
容　
人
権
、法
律
、土
地
、

家
屋
、
金
銭
貸
借
、
離
婚
な
ど
あ

ら
ゆ
る
生
活
上
の
心
配
ご
と

◇
問
合
せ
先

　
山
口
地
方
法
務
局
周
南
支
局

　
☎
０
８
３
４
‐
28
‐
０
２
４
４

◇
問
合
せ
先　
や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー

　
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
☎
23
‐
０
６
６
８

つ
け
て
、
自
分
自
身
で『
作
る
喜
び
』

男
性
同
士『
作
る
楽
し
さ
』を
味
わ
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
日
時　
12
月
８
日（
水
）

　
午
前
９
時
30
分
～
午
前
11
時
30
分

◇
場
所　
田
布
施
町
保
健
セ
ン
タ
ー

◇
対
象
者　
田
布
施
町
在
住
の
男
性

◇
持
参
物　
材
料
費
（
５
０
０
円
）、

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
筆
記
用
具

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
52
‐
４
９
９
９

※
会
食
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
作
っ
た

料
理
は
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
く
よ

う
に
な
り
ま
す
。
参
加
を
希
望
す

る
人
は
、
開
催
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な

お
、
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
先
着

８
人
と
し
、
参
加
者
は
当
日
の
検

温
と
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し

ま
す
。
感
染
状
況
に
よ
っ
て
中
止

と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。



広報たぶせNo.102217

… 人口 …
14,796	人
（増減 -2 人）

… 男 …
7,087	人
… 女 …
7,709	人

… 世帯 …
7,009	世帯

（10月１日現在）

人口と世帯

●印刷所　キッショウ株式会社　　　本紙は環境にやさしい再生紙を使用しています。

広
報
た
ぶ
せ
は『
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ン
ト
』を
使
用
し
て
い
ま
す
。

11月30日（火）
今月の納期限

納期限内に納付しましょう

※やむを得ず納期限までに納付できない
事情のある人は、担当窓口にご相談く
ださい。

◇対象および内容の問合せ先
町県民税・固定資産税・軽自動車税

………税務課　　　☎ 52-5804
国民健康保険税
介護保険料・後期高齢者医療保険料

………健康保険課　☎ 52-5809
保育所保育料および児童クラブ保育料

………町民福祉課　☎ 52-5810
町営住宅使用料および駐車場使用料

………建設課　　　☎ 52-5807
下水道受益者負担金

………建設課　　　☎ 52-5817

◇国民健康保険税・介護保険料
　後期高齢者医療保険料	 （5期）
◇保育所保育料
　児童クラブ保育料　　　　	（11月分）
◇町営住宅使用料・駐車場使用料
　　　　　　　　　　　　　	（11月分）
◇下水道受益者負担金	 （3期）

問
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
田
布
施　
☎
52
‐
３
８
３
２

『100 歳スイマー長岡三重子さん功績パネル巡回展』を開催
　100歳を超え、数々の水泳記録を打ち出した故長岡三重子さんの功績をまとめたパネルを町内各
公民館で展示します。

◇展示期間・展示会場
① 11月 15日（月）～ 11月 28日（日）
　西田布施公民館
② 11月 29日（月）～ 12月 12日（日）
　麻郷公民館
③ 12月 13日（月）～ 12月 26日（日）
　東田布施公民館
④令和 4年 1月 17日（月）～ 1月 30日（日）
麻里府公民館
⑤令和 4年 1月 31日（月）～ 2月 13日（日）
城南公民館

※パネル展示と合わせて記録などを綴った簿冊
資料も閲覧できます。
※全日程終了後は、TAIKOスポーツセンター
田布施第 2体育館で展示する予定です。

◇
講
習
料　
無
料

◇
内
容

　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
ロ
ボ
ッ
ト

（codey	rocky
）
を
利
用
し
て
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
方
法
を
学
ぶ

講
座
で
す
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
分

か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。

◇
定
員　
12
人（
先
着
順
）

◇
申
込
期
限　
12
月
10
日（
金
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
大
島
商
船
高
等
専
門
学
校

　
☎
０
８
２
０
‐
74
‐
５
５
２
１

　

E-m
ail　

kikaku@
oshim

a-k.
ac.jp◇開催日時　11月 27日（土）午前 10時スタート

◇集合場所　田布施町役場玄関前
◇コース
①田布施川河畔散策コース（6km）
②浮島神社コース（3km）
◇参加対象者　田布施町内在住者
◇参加料　500円（当日受付で徴収）（小学3年生以下無料）
※受付では、マスク着用をお願いします。

『第 11 回田布施町ウォーキング大会』に参加しませんか


